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川辺川下流域振興事業計画検討業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　川辺川ダム砂防事務所長
齋　藤　正　徳
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７

令和　６年　７月２６日

相良村

¥２７，０１３，６４０－

¥０－

別紙のとおり



随意契約理由書 

 
 １．業務名    川辺川下流域振興事業計画検討業務 
 
 ２．履行場所   熊本県球磨郡相良村 
 
 ３．契約の相手方 名 称：相良村 
          住 所：熊本県球磨郡相良村深水２５００－１ 
          電 話：０９６６－３５－０２１１ 
 
 ４．契約適用法令 会計法第２９条の３第４項及び 
          予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 
 
 ５．当該業務の目的・内容及び契約に付する理由 
  １）当該業務の目的 
     本業務は、令和２年７月豪雨被害を受け、令和４年８月に策定された球磨川水系河川整備

計画に位置付けられている「川辺川における流水型ダム」と下流域が連携するとともに、川

辺川の魅力を活かし、川辺川を軸とした交流の発展により川辺川下流域の地域振興に資する

ため、流水型ダム周辺及び下流域の平常時の利活用方法や相良村が行う地域振興事業と連携

した取り組み等について、調査・検討を行うものである。 
 
  ２）業務の内容 
     本業務は、川辺川下流域の振興に資する取り組み等について調査・検討を委託するもので

ある。 
 
  ３）契約に付する理由 

本業務は、川辺川における流水型ダムの供用開始後における平常時の利活用方法や、相良

村にて整備を予定している川辺川沿いの交流拠点との連携した取り組み等について調査・検

討を行い、川辺川下流域の地域振興に資することを目的としている。 
本業務の遂行にあたっては、地域の関連する計画との整合性、歴史及び文化等をふまえて

調査・検討を実施する必要があるため、地域計画及び周辺地域の歴史や文化などを熟知した

相良村により総括し遂行する必要がある。さらに、本業務は地域の方の意向を取り込み進め

ていく必要があり、職務上知り得た情報や個人情報保護など業務の遂行にあたっては守秘義

務の遵守が求められる。 
     以上のことから、本業務を円滑かつ的確に遂行するためには、相良村が唯一の契約相手と

判断するものである。 
     よって会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、

相良村と随意契約を締結するものである。 
（契約理由書作成者） 

川辺川ダム砂防事務所 調査課長 


